
売上高5％以上減少

②新型コロナウイルス
感染症特別貸付

④新型コロナウイルス対策
マル経・衛経融資(拡充)

③生活衛生新型コロナウ
イルス感染症特別貸付

①セーフティネット5号

小規模事業者、生活
衛生関係営業の場合

生活衛生関係営業
（旅館、飲⾷、理美容

店など）の場合

指定554業種
(細分類)の場合

条件 利⽤可能メニュー 概要 相談窓口

⽇本政策⾦融公庫
新居浜支店 国⺠生活事業

0897-33-9101

・お近くの⺠間⾦融機関
・愛媛県信用保証協会

089-931-2114

• 中小事業6億円、国⺠事業0.8億円(別枠)
• 設備20年、運転20年、うち据置5年以内
• ⾦利当初3年間、基準⾦利▲0.5％

• 1000万円（別枠）
• 設備20年(うち据置5年)、運転20年(うち据置5年)以内
• ⾦利当初3年間、▲0.5％

• 8000万円（別枠）
• 設備20年、運転20年、うち据置5年以内
• ⾦利当初3年間、基準⾦利▲0.5％

• 借入債務の80％を信用保証協会が保証
• 保証限度2.8億円（別枠。⑧と共有）
• 愛媛県資⾦に融資利率引き下げの制度あり（①⑧共通）

資⾦繰り⽀援内容⼀覧表（10/1時点） ※この資料は資⾦繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の⼀覧形式でまとめたものです。
ご自身が使えそうなメニューが分かりましたら、詳しい情報を⽀援策パンフレットでご確認ください。

売上高要件の考え方
＜創業１年１か⽉以上＞
最近1ヶ⽉の売上高と、前四年のいずれかの
年の同期と⽐較

＜創業１年１か⽉以上及び店舗・
業容拡大しているスタートアップなど
＞
・最近1ヶ⽉の売上高と過去3ヶ⽉
（最近1ヶ⽉含む）の平均売上高の
⽐較
・最近1ヶ⽉の売上高と令和元年12
⽉の売上高の⽐較
・最近1ヶ⽉の売上高と令和元年10
⽉から12⽉の平均売上高を⽐較

国
（
経
済
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省
）
・
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県

西
条
市

・市内に住所を有する個人事業主
又は市内に本店を有する法人

・1年以上継続して同⼀事業を
営んでいる方

・市税を完納している方
⑪経営安定化資⾦

西条市役所産業振興課
0897-52-1482

• 1000万円(振興資⾦と合算1000万円以内)
• 7年（据置期間含む）
• 保証料年0.7％、0.8％(完済後、市が全額補助)
• ⾦利年0.65%

⽇本政策⾦融公庫
新居浜支店 国⺠生活事業

0897-33-9101

⽇本政策⾦融公庫
新居浜支店 国⺠生活事業

0897-33-9101

売上高10％以上減少 ⑦衛生環境激変
特別貸付

生活衛生関係営業
(旅館、飲⾷、喫茶)

• 旅館業︓3000万円 その他︓1000万円（別枠）
• 運転15年、うち据置3年以内

⽇本政策⾦融公庫
新居浜支店 国⺠生活事業

0897-33-9101

• 5,000万円〜1.6億円、7〜10年(うち据置1年)
• ⾦利1.5%
• 保証料0.7%または0.8％
※セーフティネット保証4号・5号利用の場合

・愛媛県信用保証協会
089-931-2119

売上高20％以上減少

⑧セーフティネット4号
• 借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 保証限度2.8億円（別枠。①と共有）
• 愛媛県資⾦に融資利率引き下げの制度あり（①⑧共通）

・お近くの⺠間⾦融機関
・愛媛県信用保証協会

089-931-2114

減少幅に関係なく • 中小事業7.2億円、国⺠事業0.48億円
• 設備15年、運転8年、うち据置3年以内

⑩セーフティネット貸付
⽇本政策⾦融公庫

新居浜支店 国⺠生活事業
0897-33-9101

⑨経営改善サポート
保証制度

• 支援機関等の指導を受けて作成した事業再生計画等に
に基づき、経営の改善を⾏うことを条件に、信用保証料の
負担を引下げ

• 保証限度2.8億円、保証料率0.2％

・愛媛県信用保証協会
089-931-2114

⑥緊急経済対策
特別支援資⾦

（伴走支援枠）

• 1億円、10年(うち据置5年)
• ⾦利1.5%以内
• 保証料0％
※セーフティネット保証4号・5号利用の場合

・愛媛県信用保証協会
089-931-2119

⑤緊急経済対策
特別支援資⾦
（通常枠）


